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１． はじめに 

 

 国政選挙・地方選挙を通じて投票率が低下傾向にある中、有権者が投票しやすい

環境を一層整備し、投票率の向上を図っていくことは、引き続き重要な課題であ

る。投票環境における制約から有権者に有効な投票機会を提供できていない側面

があるのであれば、公正確保に留意しつつ、少なくともそのような制約については

できるだけ解消、改善し、有権者一人一人に着目した更なる投票機会の創出や利便

性の向上に努めていくべきである。 

 

平成 26 年度から設置されている本研究会は、上記の基本的な考えの下、各分野

の有識者や選挙管理委員会の実務者により実効性ある方策を検討し、平成 27 年３

月に中間報告を、平成 28 年９月には報告をまとめてきた。この中で提言したもの

のうち、「共通投票所制度の創設」、「期日前投票の投票時間の弾力化」、「選挙人名

簿の登録制度の見直し」、「在外選挙人名簿の登録制度の見直し」、「投票所における

選挙人名簿対照のオンライン化」、「最高裁判所裁判官国民審査の期日前投票期間

の見直し」などについては、公職選挙法令の改正により制度化が図られており、有

権者各層に関して投票環境の向上が進んできている。 

一方、平成 28 年９月の報告においては、今後の投票環境の向上に向けて、様々

な要因により投票所に行きにくくなったり、投票しづらくなったりする高齢者の

投票機会をいかに確保するかは、投票に行きたくても行けないという高齢者自身

の声もあり、重要な課題であると指摘した。具体的には、期日前投票の活用や投票

所への移動支援等の地域における投票機会の確保に向けた創意工夫に加え、投票

所に行けない者のために郵便等投票の対象者を拡大するなど、制度的な前提を整

備するための検討も進めていく必要があると指摘したところである。 

 

これらを踏まえ、本研究会では、平成 28 年 12 月から４回にわたり高齢者の投

票環境の向上方策について議論を進め、今般、考え方をとりまとめた。 
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２． 現状と課題 

 

我が国では高齢社会が進行し、65 歳以上の高齢者の全人口に占める割合は 2025

年に 30％超、2055 年には 40％近くになり、また、75 歳以上の高齢者の全人口に

占める割合も 2025 年には 20％近くになることが見込まれる。さらに、今後、要介

護者についても増加が見込まれるほか、高齢者の単独世帯や高齢者夫婦のみの世

帯も増加することが考えられる。 

政府としても、団塊の世代が 75 歳以上となる 2025 年を目途に、重度な要介護

状態となっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けること

ができるよう、医療・介護・予防・住まい・生活支援が包括的に確保される体制（地

域包括ケアシステム）の構築を目指している。 

 

このような中、投票環境の観点からみると、在宅高齢者の中には、投票の意思が

あるにもかかわらず、歩行が困難なため投票所に行くことができない者や同居家

族等の支援がなく投票所に行けない者などがいると考えられる。このような高齢

者に対する投票環境の向上は、今後さらに高齢者数が増加し、在宅での介護を受け

る者も増加することが見込まれる中で重要な課題である。 

現在でも、高齢者の投票機会の確保については、投票所等へのアクセス支援が各

地域の実情にあわせて取り組まれているほか、都道府県の選挙管理委員会が指定

する病院等の施設に入院、入所中の者については、当該施設内で不在者投票ができ

る制度が設けられている。また、選挙人で身体に重度の障害を持つ者に対しては、

自宅などの現在する場所において投票を可能とする郵便等による不在者投票（以

下「郵便等投票」という。）が認められている。 

 

このうち、郵便等投票については、昭和 20 年代前半に認められていた在宅投票

制度において不正事例が数多く発生したことを踏まえ、一旦同制度が廃止された

後、事実上選挙権の行使が困難となった在宅重度身体障害者等を中心に復活を望

む声が次第に高まり、国会等においても議論がされたことから、昭和 49 年に厳格

に制度が再創設された経緯がある。 

その際、「選挙人で身体に重度の障害があるもの」、すなわち、物理的に投票所

まで行くことが困難な者を対象とする考え方をとるとともに、身体の障害の程度

は公的に証明されたものによることとした。 

昭和 49 年の再創設の際には、身体障害者手帳又は戦傷病者手帳を持ち一定以上

の重度障害状態にある者を郵便等投票の対象としていたが、平成 15 年、増加傾向

にあった寝たきりの高齢者等の投票機会を確保するため、平成 12 年に導入された

介護保険制度の基準を活用し、介護保険の被保険者証を持つ者のうち要介護５の

者も対象に加えることとされた。 
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一方で、郵便等投票については、高齢者の選挙人をはじめ、介護福祉関係者にも

十分に制度が知られていないとの指摘がある。また、要介護５としている対象者の

範囲については、実務に携わる選挙管理委員会から、現在対象外となっている要介

護者でも投票所に行くことが現実的には困難な者も多く、対象が狭いのではない

か、対象者を拡大してほしいといった要望もある。 

このような声を踏まえると、本来この制度が射程とするべき高齢者の方々にと

っても、なお投票環境の制約が残されていることが考えられ、そうであれば、必要

な見直しや取組を行うことにより、できる限りこれらの制約を解消、改善できるよ

うにするべきと考える。 

このため、本研究会において、高齢者の実情を踏まえ、公正確保に留意しつつ、

郵便等投票の在り方及びその他の投票環境向上方策を検討した。 

 

 

３．郵便等投票の在り方について 

 

（１）検討の視点 

 郵便等投票の在り方については、高齢者に特に関係する要介護度を基準とし

た対象範囲を検討することとするが、その際、本研究会の本旨が投票環境の向

上であることから、「選挙人で身体に重度の障害があるもの」、すなわち、物理

的に投票所まで行くことが困難な者を対象とし、かつ「その身体の障害の程度

が公的に証明されたものであることが必要」という郵便等投票の対象者に関す

るこれまでの基本的な考え方は維持することを前提とし、特に高齢者が関係す

る要介護度の基準について、現行では要介護５の者としている対象範囲につい

て議論することとした。 

  

また、郵便等投票の対象範囲を定める指標に用いている「要介護度」につい

ては、介護保険法に基づき公的に証明された指標であること、被保険者証によ

り該当する区分が明確に確認でき、選挙人にとっても選挙管理委員会にとって

も立証や確認のための負担が少ない指標であると認められることから、引き続

き要介護度を基準として対象者の拡大を検討することが適当と考えられる。 

 

（２）郵便等投票の対象者について 

（１）の視点の下、郵便等投票の対象者について検討するが、平成 15 年に

要介護者に郵便等投票の対象を拡大した際、要介護認定を受けた者の寝たきり

の度合いを検証し、物理的に投票所まで行くことが困難な類型を捉えているこ

とを踏まえ、今回も主として要介護者の寝たきりの状況と要介護度との関係を

検証することとした。 
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寝たきりの状態を示す指標としては、「障害高齢者の日常生活自立度（寝た

きり度）」1があり、これを用いて要介護者の寝たきり状態を検証した。 

これによると、平成 27 年度に要介護認定を受けた者のうち、要介護５の者

は約 97％、要介護４の者は約 87％、要介護３でもほぼ半数の者が「寝たき

り」に分類されるランク C（１日中ベッドで過ごし、排泄、食事、着替えにお

いて介助を要する）又はランク B（屋内での生活は何らかの介助を要し、日中

もベッド上での生活が主体であるが、座位を保つ）と評価されていた。 

また、「寝たきり予備軍」ともいうべき「準寝たきり」に分類される者のう

ち、「外出の頻度が少なく、日中も寝たり起きたりの生活をしている」者（ラ

ンク A２の者）は、介護者がいてもまれにしか外出しない状態にある者とされ

ており、本研究会でも、ランク A２の者は実態としては投票所まで行くことは

困難であるとの指摘があった。ランク A２及び「寝たきり」の者（ランク A２

～ランク Cの者）の割合でみると、要介護５で約 99％、要介護４で約 96％、

要介護３で約 80％の者がこれに該当していた。 

他方で、要介護２では「寝たきり」及び「準寝たきり（ランク A２）」にラン

クされる者は約 60％にとどまり、そのうち「寝たきり」は約 20％と少数であ

るなど、類型全体として考えたときには、要介護３以上とは状況が異なると考

えられる。 

なお、寝たきり度は、対象者の能力を評価したものではなく、状態像に着目

した評価であるとの指摘もあったことから、能力評価である要介護認定調査の

基本調査項目のうち「歩行」（立った状態から継続して５m程度歩ける能力が

あるかを評価）の評価も確認したが、寝たきり度と同様の傾向であった。 

以上の状況を踏まえると、現在の郵便等投票では対象外となっている要介護

４以下の類型でも、寝たきりの度合いが高く、実際には投票所に行くことがで

きないと捉えることができると考えられる。 

具体的には、まず要介護４について、「寝たきり」に分類される者が約９割

（「準寝たきり」のうち「寝たきり」に近い者（ランク A２の者）を含めれば

約 97％）に及ぶことから、投票所に行くことが物理的に困難な類型と考えら

れ、郵便等投票の対象とすることに異論はなかった。 

次に、要介護３については、寝たきりに近い者から必ずしも寝たきりでない

1 要介護認定において確認することとされている指標であり、『要介護認定における「認定

調査票記入の手引き」、「主治医意見書記入の手引き」及び「特定疾病にかかる診断基準」に

ついて』（平成 21 年９月 30 日老老発 0930 第２ 厚生労働省老健局老人保健課長通知）にお

いて定められているものである。
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者まで幅があり、これを全体として物理的に投票所まで行くことが困難な類型

とすることに慎重な考え方がある一方、寝たきりの度合い等を踏まえて全体と

して物理的に投票所まで行くことが困難な類型と捉え郵便等投票の対象とすべ

きとの考え方もある。 

投票環境における制約から有権者に有効な投票機会を提供できていない側面

があるのであれば、少なくともそのような制約についてはできるだけ解消、改

善し、有権者一人一人に着目した更なる投票機会の創出や利便性の向上に努め

ていくことが重要であるのは先述のとおりである。 

この観点で要介護３を考えると、「寝たきり」に分類される者が約５割（「準

寝たきり」のうち「寝たきり」に近い者（ランク A２の者）を含めれば約

80％）に及ぶことや、在宅高齢者で歩行が困難なため投票の意思が明確にあっ

ても投票所に行くことが困難な者は現に相当数いるとの意見が出されているこ

とから、本研究会としては、何らかの形で郵便等投票の対象とする方向で一歩

踏み出していくことが適当であるとして、概ね意見の一致をみた。 

その上で、要介護３をどの範囲まで対象にするかが議論となるが、仮に、投

票所まで行くことが困難なことについてより厳格に対象者の範囲を考えるので

あれば、要介護度に加えて、物理的に投票所に行くことが困難なことを示す何

らかの付加条件、例えば、寝たきり度又は要介護認定調査における基本調査項

目のうち歩行に関連する項目の評価も考慮に入れて、対象者を判断することが

考えられる。 

ただし、この考え方をとる場合には、当該付加条件は選挙人から見ても実務

担当者から見ても混乱の少ないものである必要があるものの、上記の評価項目

等は現状、当然には本人に通知されるものでなく、追加的に証明を求める必要

が生じるなど、多くの選挙人や実務を担当する介護福祉部局及び選挙管理委員

会にとって負担が増すことになる。また、これらの評価項目の内容に対して直

接不服を申し立てる制度がないといった制度的な課題もある。これらの課題を

克服する運用が可能かについて十分留意が必要である。 

なお、医師の診断書を付加条件として求めることについては、診断結果にば

らつきが出る懸念や診断書取得のための選挙人の負担等を勘案すると、その活

用は難しいとの意見であった。 

こうした実務上の課題を踏まえると、本研究会としては、上記のとおり「寝

たきり」等に該当する者が相当の割合に及び、現実には投票所まで行くことが

困難な者が多数に及ぶと考えられること、選挙人から見ても実務担当者から見

ても分かりやすい制度とするべきことから、要介護度のみによって対象者の範

囲を定め、要介護３全体について郵便等投票の対象となる一つの範囲として捉
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えることが適切と考える。 

また、郵便等投票の対象拡大を通じ、４．で記載する移動支援等を活用した

投票所等での投票とともに、高齢者の投票手段の選択肢が広がることで、高齢

者が安心・安全に投票でき、投票機会の確保に資する効果もあると考える。 

 

なお、制度上要介護３以上の者を対象にしている例としては、介護保険法施

行規則において、特別養護老人ホームに入所できる要介護者として要介護３以

上の者を定めている例や、消防法施行規則において、避難が困難な要介護者と

して要介護３以上の者を定めている例がある。 

 

（３）公正確保の取組 

郵便等投票は、投票管理者や投票立会人がいない中で投票を行うものである

ため、制度の拡大に伴って公正性に疑念が生じないよう、制度の信頼性を確保

する必要がある。 

郵便等投票における現行の公正確保策としては、 

① 郵便等投票証明書を交付し、これを提示して投票用紙等の請求をする、 

②「同居の親族」等第三者に投票用紙を交付せず、郵便等によって確実に本人

の勢力圏内に送付する、 

③ 自書主義をとるとともに、郵便等投票証明書の請求、投票用紙等の請求及

び投票の記載の各段階で署名を求め、第三者による不正投票を防止する、 

④ 投票行為に対する干渉又は秘密の侵害について罰則の適用を明確にする、 

等の措置が講じられている。投票における不正は、選挙に対する信頼を揺るが

す行為であり、選挙無効や当選無効の原因にもなりうることから、厳格な罰則

が設けられている。 

これらは、過去、在宅投票制度が広く認められていた時代に不正事例が数多

く発生したことを教訓に制度の見直しを行ったものである。他方、要介護者に

郵便等投票の対象を拡大して以降、特段、不正事例は見当たらないことを考え

ると、現行の公正確保の取組が一定程度機能しているものと考えられる。 

 

 このため、現行の取組を徹底して選挙に対する国民の信頼を引き続き確保し

ていくことを第一とし、選挙人本人及び同居の家族など選挙人の近親者に対

し、選挙制度の基本を守る仕組みやルールを改めて認識してもらえるよう、罰

則を含めた郵便等投票の制度を周知徹底していくべきである。例えば、投票用

紙を送付する際などの機会に、選挙人本人が自ら投票用紙への記載を行う必要

があることや不正な投票には罰則があることなどを明確に案内し、適正な投票

を促していくことなどが考えられる。 
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 このほか、公正確保の取組の強化策として、本研究会でも、第三者を立会人

として立ち会わせることや自ら投票の記載をした旨の宣言を行った誓約書を投

票用封筒に同封させるようにすることなどの検討を行った。しかし、立会人に

ついては限られた人員で選挙管理事務を行っている現状や、自宅等の他者の目

がない中で立会人を立ち会わせた場合に選挙人に与える影響にかんがみると、

実務上の困難が伴うと考えられる。また、誓約書についても、現行の公職選挙

法施行規則において、既に投票用封筒の表面に本人記載の誓約とともに署名す

る様式とされており、これと実質的に変わるものではない。 

 したがって、先述のとおり、要介護者への郵便等投票の拡大以降、特段、不

正事例は見当たらないことから、現行の公正確保策を引き続きしっかりと運用

していくことが適切である。ただし、郵便等投票の対象者拡大後の運用状況は

注視していく必要がある。 

 

（４）郵便等投票制度の活用促進等 

 郵便等投票は、投票所に行くことが困難な高齢者にとって、投票の機会を確

保する有効な手段の１つであるが、高齢者の選挙人をはじめ、介護福祉関係者

にも十分に制度が知られていないとの指摘がある。 

 このため、郵便等投票制度の対象となる方々が、適時・適切に制度を活用

し、投票機会の確保が図られるよう、各選挙管理委員会において啓発・広報を

充実させていく必要があるほか、介護福祉部局とも連携して周知に努めていく

ことが有効である。また、高齢者本人のみならず、その家族、ケアマネジャー

や介護・福祉関係の施設・団体等、要介護高齢者に日常的に接する機会の多い

介護福祉関係者に制度を周知していくことが制度の利用促進に資すると考えら

れる。 

その際には、選挙の公正を確保する必要性から、（３）で触れたとおり、選

挙制度の基本を守る仕組みやルールなどもあわせて周知し、適正な利用を徹底

すべきである。なお、介護福祉関係者など郵便等投票の対象となる者の身近に

いる方々の多くが正確に制度を理解することは、不正防止にもつながるのでは

ないかとの意見もあった。 

 

また、将来的な課題ではあるが、ICT を活用した投票環境の向上についても

意見があった。インターネット等によるオンラインシステムを投開票手続きに

活用することについては、本人確認の確実な実施やセキュリティの確保など対

応すべき課題は多いが、将来的にこれらの課題が解決され、郵便等投票に加え

てタブレット等を含めた ICT の利活用により在宅で投票できる環境が整えば、

更なる利便性の向上につながると考えられる。 
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４．移動支援等による在宅高齢者の投票環境向上について 

 

これまで検討してきた郵便等投票の対象拡大は、高齢者の投票機会の確保の

ために有効であるが、高齢者の中には、郵便等投票の対象とならず、投票に行き

たくても行けない状態にある者もなお存在すること、また、やはり投票所まで出

向き、そこで投票したいと考えている者も存在するとの指摘もあることから、郵

便等投票の在り方以外にも、これらの者が、実際に投票所に行くことができるよ

うな方策についても併せて検討する必要がある。 

具体的には、様々な要因により、投票所に行きにくくなったり、投票しづらく

なったりする高齢者に対して、投票所の場所や設置時間等を投票しやすいよう

に柔軟に設定できる期日前投票の活用や、投票所への移動支援の実施など、地域

における創意工夫を行うことで投票機会の確保を図ることが可能である。 

この点に関し、選挙人の人数の減少などを理由として投票所の統廃合が進ん

だ中山間地を中心に、近年、各選挙管理委員会が地域の実情を踏まえて、移動支

援等を実施する事例が徐々に増えてきたところであり、平成 28 年の国会議員の

選挙等の執行経費の基準に関する法律の改正では、こうした選挙の執行状況等

を踏まえ、移動支援経費の加算規定を新設し、選挙人に対する投票所等までの交

通手段の提供に要した費用への措置を法律上明確にしたところである。 

 

（１）平成 28 年参議院議員選挙における移動支援等の取組 

  執行経費基準法の改正後初めて行われた国政選挙である平成28年の参議院議

員通常選挙では、移動支援の取組を実施した自治体は 215 団体であり、平成 25

年の同選挙の 122 団体と比べると約 1.8 倍に増加した。 

その移動支援の方法は、巡回・送迎バスの運行や、臨時バスの運行、無料のタ

クシー券の発行など、自治体により様々である。 

この中には、長時間の移動や公共交通機関の利用が困難である高齢者等を対

象に、車椅子の搭載が可能な福祉車両等で無料で自宅から投票所までを送迎す

る取組を実施した自治体もある。 

   

また、期日前投票の活用事例として、島根県浜田市では、中山間地において、

投票所まで距離が離れている交通手段の確保が難しい選挙人への投票機会を確

保するため、自動車を利用した移動期日前投票所を 11 か所で開設し、３日間で

68 名が投票を行った。実施にあたっては、車内に乗り込む際の段差解消にスロ

ープを設けることや、投票の秘密保持の観点から、記載場所にプライバシー保護

パネルを使用するなどの対策を行った。 

 

この他、地区の公民館や集会所など、選挙人の利便性の高い場所に、半日や数
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時間単位の短期間で数多くの期日前投票所を設置する、いわゆる巡回型の期日

前投票所を設置した事例や、高齢者等が外来として利用する病院に期日前投票

所を設置している事例もあった。 

 

このように、移動支援を実施する自治体は増えつつあるものの、自治体によっ

てはせっかく実施したにもかかわらず、実際には利用者がいない場合や、ごく少

数の場合もあった。家族と同居していて、自家用車で投票所まで行けるような高

齢者は移動支援を利用する必要がなかったということも考えられるが、住民に

対する周知啓発の方法などについての課題はある。 

 

（２）今後の取組に向けて 

このような選挙管理委員会が実施する移動支援や移動期日前投票所等の取組

については、地域の実情等を踏まえた投票機会の確保に向けた多様な選択肢の

うちの一つの取組として評価できるものであり、先進的な事例や、移動が困難な

高齢者等を対象としたような特徴的な事例などの紹介と併せて、投票の秘密等、

選挙の公正を確保するための留意点を示すことで、更なる事例の横展開を図る

べきである。 

また、在宅の要介護者の行動パターンを踏まえ、デイケアセンターなどの通所

施設での巡回型の期日前投票所の設置は利用が見込めるのではないか、との意

見があった。 

さらに、中間報告で言及したとおり、例えば、駐車場の充実した施設や、バリ

アフリー対応がされている施設など、在宅の要介護者が利用しやすいと考えら

れる施設に共通投票所等を配置することも有効と考える。 

 

また、要介護者については、投票所等までの移動支援だけではなく、家から出

るための支援、車両への乗降介助、投票所等の中での移動支援など、トータルで

のサポートも必要であるとの指摘があった。 

この点について、選挙管理委員会が実施する移動支援等のほかに、要介護者で

あれば、既存の介護保険制度の訪問介護における身体介護や通院等乗降介助を

利用し、訪問介護員の介助を受けて、自宅から投票所まで行くことが可能であり、

選挙管理委員会と介護福祉部局が協力し、選挙の際に住民に対して当該制度の

周知を行えば、全国的に利用できるのではないか、との意見があった。 

この際、原則として、適切なアセスメントを通じて、選挙投票のために身体介

護や通院等乗降介助を利用することが、あらかじめケアプランに位置付けられ

ている必要がある。 

 

いずれにせよ、選挙管理委員会による移動支援等や、介護保険制度等の既存の
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制度を活用し、高齢者が投票機会を確保するためには、高齢者本人のみならず、

その家族や、ケアマネジャー等の福祉関係者も対象とした周知啓発を欠かすこ

とはできず、介護福祉部局や関係機関とも協力しながら積極的に行う必要があ

る。 

５．おわりに 

平成 26 年度から設置されている本研究会では、冒頭に触れたとおり、公正確

保に留意しつつ、投票環境における制約をできるだけ解消、改善し、有権者一人

一人に着目した更なる投票機会の創出や利便性の向上に努めていくべきとの考

え方に立って、投票環境向上方策を議論してきた。 

今回は、高齢者の投票環境の向上という観点から郵便等投票の在り方等の検討

を行ったが、一人でも多くの高齢者が投票機会を確保できるよう、郵便等投票の

活用をはじめとして、期日前投票所の設置場所や時間の工夫、移動支援等の実施

などを通じ、高齢者の投票手段の選択肢を広げることは重要である。 

政府においては、本報告を踏まえて更なる検討を進め、高齢者の投票環境の向

上に向けて努力されることを期待するものである。 

なお、郵便等投票の要介護者に係る対象者の範囲を見直す場合には、その他に

投票に行きたくても行けない状態にいる者がいないか、例えば身体障害者手帳を

持つ者や生活保護法による介護扶助を受ける者などの郵便等投票の対象者の範

囲についても、公正確保に留意しつつ、検討の余地があるのではないかとの意見

があったことを付言しておく。 

今後の社会情勢の変化や ICT の進展等を踏まえ、投票環境の向上方策を検討し

ていくことは重要であり、引き続き、その時々で課題となるテーマについて適切

に検討されることを期待するものである。 

本研究会での議論が、これからの時代にふさわしい投票環境の設計に少しでも

貢献することができれば幸いである。 
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開催経過 

〈平成２８年〉 

１２月９日  第１回研究会 

・郵便等投票制度について

・在宅介護を受ける者の実情及び選挙

管理委員会の実務の現状について

〈平成２９年〉 

１月２４日  第２回研究会 

・郵便等投票の対象の拡大について

・公正確保の取組について

２月２３日 第３回研究会 

・移動支援、移動投票所の取組について

・報告骨子（案）

３月２９日 第４回研究会 

・報告（案）
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郵便等による不在者投票の対象者 
　郵便等による不在者投票は、身体障害者手帳か戦傷病者手帳をお持ちの選挙人で、次のような障害のある方（○印の該当者）

又は介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の方に認められています（平成16年3月より対象者が拡大されま

した）。 

郵便等による不在者投票の手続 
　郵便等による不在者投票の手続は次のとおりです。なお、「郵便等投票証明書」は、投票の際に必要となりますので、忘れずに

申請するようにしましょう。 

投票手続 

①投票用紙・投票用封筒を請求します

②郵便等により送付します

④郵便等により送付します

名簿登録地の 
市 区 町 村 の
選挙管理委員会 

2

請求書 
（署名必要） 

投票用紙・投票用封筒 

投票用紙・投票用封筒 

両下肢、体幹、 
移動機能の障害 

免疫 の障害 

心臓、じん臓、呼吸器、 
ぼうこう、直腸、小腸の 
障害 

○ ○ 

○ － ○

○ ○ ○ 

手帳の記載では
該当するかどう
かわからないとき
は、市区町村の
選挙管理委員
会にお問い合わ
せください。 

郵便等投票証明書の交付申請 1

①証明書の交付を申請します

②郵便等により送付します

名簿登録地の 
市 区 町 村 の
選挙管理委員会 

　投票に先立って、郵便等による不在者投票をすることができる選挙人であることを証明する「郵便等投票証明書」の 
交付を、選挙人名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に申請します。 

申請書 
（署名必要） 

身体障害者手帳 
又は 

戦傷病者手帳 
又は 

介護保険の被保険者証 

郵便等投票証明書 

郵便等投票証明書 

身
体
障
害
者
手
帳 

障　害　名 備　考 
障害の程度 

1級 2級 3級 
障　害　名 備　考 

両下肢、体幹の 
障害 

心臓 じん臓、
 呼吸器
直腸 小腸
の障害 

障害の程度 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ ○ 

特別 
項症 

第 1 
項症 

第 2 
項症 

第 3 
項症 

手帳の記載では
該当するかどう
かわからないとき
は、市区町村の
選挙管理委員
会にお問い合わ
せください。 

戦
傷
病
者
手
帳 

要介護状態 
区分 

「要介護5」 

介
護
保
険
の
被
保
険
者
証 

選 挙 人

選 挙 人

③自宅等現在する場所で、投票用紙
に候補者名を記載し、投票用封筒
に入れた後、その表面に署名します

記載済み 
投票用紙 

投票用封筒 
（署名必要） 
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要介護度と障害高齢者の日常生活自立度（寝たきり度）の関係 

（平成２７年度中） 

要介護度

非該当 要支援 
１

要支援 
２

要介護 
１

要介護 
２

要介護 
３

要介護 
４

要介護 
５

障
害
高
齢
者
の
日
常
生
活
自
立
度
（寝
た
き
り
度
）

自立 5.9% 0.9% 0.3% 0.8% 0.3% 0.2% 0.0% 0.0%

生
活
自
立

J1 23.3% 14.5% 6.2% 2.5% 0.7% 0.1% 0.0% 0.0%

J2 48.5% 52.2% 35.4% 22.9% 8.2% 2.3% 0.3% 0.1%

準
寝
た
き
り

A1 13.1% 20.7% 32.7% 34.0% 29.0% 17.2% 4.0% 1.0%

A2 8.7% 11.3% 23.6% 34.1% 41.6% 30.9% 8.9% 2.1%

寝
た
き
り

B1 0.2% 0.3% 1.7% 5.4% 16.7% 23.0% 9.8% 2.0%

B2 0.1% 0.0% 0.1% 0.3% 3.3% 24.6% 57.7% 37.6%

C1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 1.4% 8.1% 10.3%

C2 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.3% 11.1% 47.0%

B1～C2計 0.4% 0.3% 1.7% 5.7% 20.2% 49.3% 86.7% 96.9%

A2～C2計 9.1% 11.6% 25.3% 39.8% 61.8% 80.2% 95.6% 99.0% 

計 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

判定の基準 

生活自立 
ランク

Ｊ

何らかの障害等を有するが、日常生活はほぼ自立しており独力で外出する 

１．交通機関等を利用して外出する 

２．隣近所へなら外出する 

準寝たきり 
ランク

Ａ

屋内での生活は概ね自立しているが、介助なしには外出しない 

１．介助により外出し、日中はほとんどベッドから離れて生活する 

２．外出の頻度が少なく、日中も寝たり起きたりの生活をしている 

寝たきり 

ランク

Ｂ

屋内での生活は何らかの介助を要し、日中もベッド上での生活が主体で 

あるが、座位を保つ 

１．車いすに移乗し、食事、排泄はベッドから離れて行う 

２．介助により車いすに移乗する 

ランク

Ｃ

１ 日中ベッド上で過ごし、排泄、食事、着替において介助を要する 

１．自力で寝返りをうつ 

２．自力では寝返りもうてない 

16



1.
2.

1.
2.

1.
2.

1  
1.
2.

4

4

1

出典：要介護認定　調査員テキスト
（平成27年4月改訂版）
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